
公の施設の使用料及び事務手数料
の改定について

令和７年１０月３日 狭山市行財政改革推進委員会 資料２
企 画 財 政 部 行 政 経 営 課



狭 山 市
行政経営課

１．令和5年10月～令和6年3月に運営経費の公表

２．令和6年8月に市民アンケートの実施

３．令和6年8月に「使用料・手数料の適正化に係る基本方針」の改訂
＜改定のポイント＞

2

１ 改定の経緯

(１)受益と負担に係る公平性を考慮し、改定を行います。

(２)施設の運営経費等の増額分を考慮し、改定を行います。

(３)近隣市の状況を考慮し、適正な価格を設定します。



狭 山 市
行政経営課
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１．改定した施設

２．改定した事務手続き

※近隣市(所沢市、入間市、飯能市、日高市)は窓口交付、コンビニ交付ともに200円

３．改定日
令和7年10月1日（令和7年3月の議決後、周知期間約6か月）

２ 令和7年10月改定の概要

(１)狭山市市民会館 (５)堀兼・上赤坂公園

(２)市民健康文化センター (６)狭山市立博物館

(３)狭山市駅西口駐車場 (７)市民総合体育館

(４)智光山公園 こども動物園 (８)地域スポーツ施設

証明書の種類
窓口交付手数料
（旧料金）

窓口交付手数料
（新料金）

コンビニ交付
手数料

(１)住民票の写し 200円 300円 150円

(２)印鑑登録証明書 200円 300円 150円

(３)課税・非課税(所得)証明書 200円 300円 150円

(４)市民税・県民税納税証明書 200円 300円 150円



狭 山 市
行政経営課
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１．改定する施設

２．改定日
令和8年4月1日（令和7年9月の議決後、周知期間約6か月）
※以下の理由により、先に実施した改定とは改定日が異なる
(１)(２)：公民館利用者懇談会による意見聴取や公民館運営審議会による審議

を行う必要がある
(３)：施設の特性上(１)と合わせる必要がある
(４)：施設の特性上(１)(２)と合わせる必要がある
(５)：公共施設の在り方を踏まえた検討を行う必要がある

３ 令和8年4月改定の概要

(１)中央公民館

(２)新狭山公民館

(３)市民センター

(４)入曽地域交流センター

(５)地域新事業創出基盤施設



狭 山 市
行政経営課
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４ 令和8年4月改定の施設使用料①

施設 部屋等 区分 現行料金 改定額

(１)中央公民館

第１学習室

2時間

200円 300円

第２学習室 200円 300円

第３学習室 200円 300円

第４学習室 250円 350円

第５学習室 500円 750円

第１和室 300円 450円

第２和室 400円 600円

第１ホール 600円 900円

第２ホール 600円 900円

調理実習室 400円 600円

視聴覚室 300円 450円

工芸室 500円 750円



狭 山 市
行政経営課

6

４ 令和8年4月改定の施設使用料②

施設 部屋等 区分 現行料金 改定額

(２)新狭山公民館

第１学習室

2時間

300円 450円

第２学習室 300円 450円

第３学習室 200円 300円

和室 400円 600円

ホール 700円 1,050円

調理実習室 300円 450円

(３)市民センター
会議室 200円 300円

遊戯スペース 250円 300円



狭 山 市
行政経営課
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４ 令和8年4月改定の施設使用料③

施設 部屋等 区分 現行料金 改定額

(４)入曽地域
交流センター

コミュニティルーム１

2時間

300円 450円

コミュニティルーム２ 200円 300円

和室 300円 450円

大ホール 900円 1,350円

小ホールA 400円 600円

小ホールB 400円 600円

キッチンスタジオ 300円 450円

音楽スタジオ 400円 450円

アトリエ 200円 300円

(５)地域新事業
創出基盤施設

(さやまインキュベーション
センター21)

第１・第２
研究開発室

1か月

71,200円 82,000円

第１・第２研究室 58,300円 66,000円

第３～第６研究室 29,100円 33,000円


